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地域の足の課題を乗り越えるための政策提言 
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「実は、今、初めてお客さんを乗せたんです」 

過日、タクシーに乗車した際に運転手さんにそのように言われました。後部座席からも緊

張している様子が伺えるほどでしたが、運転手さんがこの仕事に就くに至る経緯や努力、そ

して応援する家族の思いを想像すると、貴重な機会に巡り会ったのだと思いました。 

 

私たちはタクシーの運転手も、ライドシェアの運転手も、仕事に誇りを持つことができ、利用

者にとっても、安心して移動できる新たな選択肢のある社会を実現し、日本経済の活力を取

り戻していきたいと考えています。 

 

地域公共交通を維持することは、地域住民がその地で暮らし続けるため、交流人口の拡

大などに通じた地域を活性化するため、必要不可欠な施策です。一方で、少子高齢化の進

展、コロナ禍による急激な利用者の減少などにより、その担い手であるバス・タクシーの運

転者は、近年、急激に減少しており、その結果、地方部を中心に、バス路線の廃止・減便が

相次いでいるほか、タクシーについても事業者の廃業や営業時間の短縮が行われるなど、

地域における移動手段の確保に深刻な影響を与えています。 

 

また、観光地においても、インバウンド需要が急激に回復する中でタクシー需要に供給が

追い付かない事象が生じたり、都市部においても、地域や時間帯によりタクシーのスムーズ

な利用が困難な事態が生じたりしています。 

 

このような地域の足の課題を乗り越えるという強い意志の下、超党派の有志が集まり、日

本全国の首長の切実な声、地域の足の維持に日夜努力されているタクシー事業者や運転

者の率直な声を直接伺い、「タクシーも、ライドシェアも」を実現する必要な政策の勉強を行

ってきました。 

 

規制緩和によりタクシードライバーを増やしつつ、新たな「ライドシェア」を導入することで、

構造的なドライバー不足等に起因する「移動困難」を克服し、安全かつ便利に、移動手段に

関する需要を満たすことができる社会を実現できると確信しています。 

 

当勉強会は、政府に対して下記の政策に取り組むよう強く提言します。 

 

記 

 

一 タクシー・サービスをコロナ禍前の水準まで早急に回復させるため、タクシードライバー

の増加や賃上げを支援すること。そのため、二種免許、地理試験、研修などの制度を抜

本的に見直すこと。地域おこし協力隊のタクシードライバーへの採用を支援すること。 

 

一 「自家用有償旅客運送」を実施している首長の94％が、今の制度では「移動の足」問題



 

が解決されていないと考えているのは大きな課題。地方部だけでなく、都市部や観光地

においても、季節や時間帯によってタクシーが不足している地域がある。また、万博等の

大規模イベントによりタクシー不足が予想される地域もある。その解決のため、地域の首

長のリーダーシップの下で、タクシー会社も含め一定の要件を満たす事業者による自家

用車と普通免許のドライバーを活用した、新たな「ライドシェア」制度を創設（道路運送法

第78条3号）すること。その際、ドライバーについては、雇用契約だけではなく業務委託な

ど多様な働き方を認めること。ダイナミックプライシングの導入を認めること。 

 

一 地域の首長のリーダーシップの下で、「自家用有償旅客輸送」を、より簡単に、かつ、ス

ピーディに行えるよう制度（道路運送法第78条第2号）を見直すこと。 

 

一 次のステップとして、上記の新たな「ライドシェア」制度に加え、移動の「足」を必要として

いる人に対し、地方部・都市部にかかわらず、多様な主体による多様な移動サービスが

安全かつ便利に提供される制度に深化させる観点から、来年中にも法律改正又は新法

の制定を行うこと。 

 

一 「ライドシェア」実現に向けた制度検討に際しては、デジタルを最大限に活用した利用者

起点での規制改革が不可欠である。具体的には、運行管理等の安全性確保の仕組みに

関して、デジタルを用いた規制の代替措置等の検討が必要になる。そこで、新たな「ライド

シェア」実現のための制度検討の場として、国土交通省・内閣府規制改革推進室・デジタ

ル行財政改革会議事務局が庶務を担う新たな検討組織・会議体を政府に設け、制度設

計に向けた議論及び調整を強力かつ速やかに推進すること。 

 

一 ライドシェア政策を行う際には、旅客輸送が人の命を預かるものであることを十分に認

識し、十分な安全性を担保すること。また、エッセンシャルワーカーであるドライバーの処

遇について十分に配慮すること。 


